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2023 年 11 月 

 

1．GST 課税対象となる事業活動内容の登録義務化（GST 還付金を継続して受け取ってい

る個人事業主または企業が対象） 

2023 年 11 月 7 日、ニュージーランド国税局（IRD）より、GST 還付金を継続して受け取ってい

る事業に対し、GST 課税対象となる活動（Taxable activities）の登録を義務付けるとの発表

がありました。対象となる事業主は以下の通りとなります。 

① GST 登録時から、GST 還付金を 12 か月～24 か月間継続的にまたは頻繁に受け取って

いる事業主 

上記の要件に当てはまる場合、IRD から個別にレターが発行されるとの発表がありました

（ただし、レター発行予定日及び内容については現時点で発表されておりません）。 

② 直近過去 3 年間で、GST 還付金を継続的にまたは頻繁に受け取っている事業主 

上記の要件に当てはまる場合、IRD から個別にレターが発行されるとの発表がありました

（ただし、レター発行予定日については現時点で発表されておりません）。その上で、以下

の対応が必要となります。 

• GST 課税対象となる事業活動内容の詳細と、なぜ GST 還付が続いている（続い

ていた）のか IRD へ説明 

• 過去の GST 申告内容にエラーがあった場合、IRD へ任意での通知及び修正申告 

• GST 課税対象となる事業活動を行っていない場合、GST 登録の解除と過去分の

修正を含めた最終 GST 申告 

 

 

 



 

     フェアコンサルティング ニュージーランド 

FCG ニュージーランド ニュースレター 
 

 

www.faircongrp.com © 2023 Fair Consulting Group All rights reserved. 

JAPAN - Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka / CHINA - Shanghai, Suzhou, Shenzhen, Beijing, Guangzhou / HONG KONG - Hong Kong / VIETNAM - Hanoi, Ho Chi Minh / SINGAPORE 

- Singapore / INDIA - Gurgaon, Chennai, Bangalore / TAIWAN - Taipei / INDONESIA - Jakarta / THAILAND - Bangkok / MALAYSIA - Kuala Lumpur / PHILIPPINES - Manila / 

MEXICO - Leon / AUSTRALIA - Melbourne / GERMANY - Munich, Düsseldorf / USA - New York, Los Angeles / ISRAEL - Tel Aviv / NEW ZEALAND - Auckland / NETHERLANDS 

- Amsterdam / UK - London 

 

お問い合わせ先 

Fair Consulting New Zealand Limited 

Level 33, 23-29 Albert Street, Auckland, New Zealand 1010 

Tel：+64 9 985 5614 

Web：https://www.faircongrp.com/ 

 

花本 聡子         

準オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士           

E-Mail：sa.hanamoto@faircongrp.com       
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